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平成２９年１１月２２日 

 

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿 

 

 

泉南型国賠訴訟の和解手続に向けた調査復命書開示に関する要請書（緊急） 

 

 

北海道アスベスト被害者支援弁護団 

埼玉アスベスト弁護団 

アスベスト訴訟関東弁護団 

静岡アスベスト被害救済弁護団 

アスベスト訴訟関西弁護団 

泉南アスベストの会 

大阪・泉南アスベスト国賠訴訟原告団・弁護団  

日本エタニットパイプ高松工場石綿被害国家賠償訴訟原告団             

鳥栖工場労働者アスベスト被害国家賠償請求訴訟弁護団 

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会 

 

 

 私たちは、貴職に対し、いわゆる泉南型アスベスト国賠訴訟の原告となりうる厚生

労働省から個別通知を受領した方及びその遺族等（以下「泉南型国賠訴訟の和解対象

となりうるアスベスト被害者」といいます。）の方々の早期救済のために、下記のと

おり要請いたします。 

 

記 

１．要請の趣旨 

（１）泉南型国賠訴訟の和解対象となりうるアスベスト被害者の相続人から、被害者

の労災認定にあたって労働基準監督署が作成・取得した文書の開示請求がなされ

た時は、相続人に対して、当該文書を開示すること。 

（２）泉南型国賠訴訟の和解対象となりうるアスベスト被害者ないし相続人に対して

は、調査結果復命書及びその添付資料目録（目次）、被害者本人の陳述書（聴取

書）を情報提供として速やかに開示すること。 

（３）泉南型国賠訴訟の和解対象となりうるアスベスト被害者がじん肺管理区分決定

者である場合も同様に、被害者ないし相続人に対して、粉じん作業従事歴申立書

など当該被害者の就労状況把握のために必要な資料を情報提供として速やかに

開示すること。 
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２．要請の理由 

（１）要請の趣旨（１）について 

厚生労働省は、今年１０月３日、石綿（アスベスト）工場の元労働者又はその

遺族に対し、「一定の要件を満たす方に賠償金をお支払いします」とするリーフ

レットを同封して賠償金の支払いに関するお知らせを送付しました。上記リーフ

レットには、①昭和３３年５月２６日から昭和４６年４月２８日までの間に、局

所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従

事したこと、②その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと、③提訴の時

期が損害賠償請求権の期間内であることの３つの要件が記載されています。 

   上記お知らせを受領したアスベスト被害者又はその遺族（相続人）は、訴訟を

提起するかどうかを決断するにあたって、上記各要件を満たすかどうかを検討す

ることになります。このうち上記①の要件については、４５年以上も前の事実で

あるうえ、とくに被害者が死亡している場合は相続人が被害者の就労状況を知ら

ないことがほとんどであるため、被害者の就労状況を知るのに、労災認定の際に

労働基準監督署が作成した調査結果復命書及びその添付資料の内容を確認する

ことが欠かせません。また、実際の訴訟において、国はアスベスト被害者の相続

人に対し、被害者の就労状況や粉じん曝露状況を立証するよう求めることがあり

ますが、その立証のためにも調査結果復命書及びその添付資料が必要不可欠とな

ってきます。 

   ところが、労働局は、相続人が未請求の休業補償給付や遺族補償給付などを受

給していない場合、当該被害者にかかる調査結果復命書等について相続人自身の

個人情報ではないとして、個人情報の開示請求を認めていません。これでは、上

記の要件を満たすかどうかを判断することができません。 

   しかしながら、死亡被害者の相続人が国賠訴訟を提起する場合、被害者の就労

状況などの事実が記録されている調査結果復命書は、損害賠償請求権の存否に密

接に関連する相続人自身の個人情報が記載されていると解することができます。 

   また、死亡被害者の相続人が原告となった実際の泉南型国賠訴訟において、被

害者の就労状況を立証するため、裁判所の訴訟指揮により、国側が任意に調査結

果復命書を開示したケースがあります。 

   くわえて、厚生労働大臣は、最高裁判決を受けた大阪・泉南アスベスト国賠訴

訟の解決にあたって、同様の被害者について訴訟上の和解による解決を図ること

を約しており、被害救済を進めるために国の保有する資料を開示することは国の

責務ともいえます。 

   そこで、泉南型国賠の和解対象となりうる被害者の相続人から労働局長に対し

調査結果復命書等の開示請求がなされたときは、速やかに開示に応じることを要

請いたします。 

（２）要請の趣旨（２）及び（３）について 

今般、厚生労働省から各労働局に対して、労災保険給付支給決定通知書及びじ
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ん肺管理区分決定通知書については、泉南型国賠の和解対象となりうる被害者へ

情報提供として開示する旨の通知がなされたと伺っております。 

しかし、泉南型国賠訴訟の和解対象となりうるアスベスト被害者は、上記の情

報だけでは国賠訴訟を提起できるか否か判断できません。 

すでに述べたとおり、被害救済を進めるために国の保有する資料を開示するこ

とは加害者としての国の責務です。したがって、少なくとも労災認定時の調査結

果復命書及びその添付資料目録（目次）、被害者本人の陳述書（聴取書）といっ

た被害者の就労状況把握のための基礎的資料については、保有個人情報開示請求

等の手続によらず、（無料の）情報提供として開示すべきです。 

また、被害者がじん肺管理区分決定者の場合であっても、相続人に対する情報

開示、被害者の就労状況把握のための情報提供の必要性は労災認定者の場合と何

ら異なりません。 

そこで、要請の趣旨（２）及び（３）のとおり、被害者の就労状況把握のため

の基礎的資料については速やかに情報提供すべきこと、被害者がじん肺管理区分

決定者の場合も同様に、相続人に対して情報開示すること及び基礎的資料を速や

かに情報提供することをあわせて要請する次第です。 

 

以上のとおり、貴職におかれては、早急に労働局と連絡調整を行い、労働局長

に開示に応じるよう適切に指導・監督していただくことを重ねて要請いたします。 

 

【本件連絡先】 

中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会（担当：澤田） 

〒１３６−００７１ 東京都江東区亀戸７−１０−１ Ｚビル５Ｆ 

０１２０−１１５−５５４ 


